
保存版         吹田市立片山小学校 

災害時の対応について 

１．台風などについて 

北大阪（吹田市）に暴風警報・大雨特別警報が発令されているとき 

①午前７時現在 

暴風警報・大雨特別警報が発

令されているとき 
登校は見合わせ、待機して下さい。 

上記警報が解除されたとき 通常通り、登校させて下さい。 

②午前７時から９時 上記警報が解除されたとき 解除された時点で、登校させて下さい。 

③午前９時現在 上記警報が発令中のとき 臨時休校となりますので、お休みさせて下さい。 

④児童の登校後 上記警報が発令されたとき 
安全が確保されるまで学校で待機しますが、校長

の判断で早めに帰宅することもあります。 

 

 

 

 

 

２．地震について 

吹田市で《震度５弱》以上の地震が起きたとき 

①児童の登校前に起こったとき 臨時休校となりますので、お休みさせて下さい。 

②登校の途中に地震が起こったとき 
建物のそばなど危険な場所をさけ、安全な場所に一時避難し

た後、原則として登校し、運動場に集合します。 

③登校後に地震が起こったとき 余震に配慮し、運動場に避難します。 

※その時の状況により、引き渡しカードに記載されている保護者の方に迎えに来ていただくことも

あります。 

※非常時にどうするかは普段から考えておいて下さい。 

※迎えに来られるまで下校させず、原則として学校にいることになります。 

④下校時に地震が起こったとき 
危険な場所をさけ、安全な場所に一時避難した後、安全に気

をつけて家に帰ります。 

◆地震の場合、電話がつながらないことが予想されますので、情報の伝達については、校門に掲示

して行います。 

◆吹田市には、災害対策本部が設置されます。 

◆児童の登校後の警報などにつきましては、当日の天気予報にご注意いただき、児童が家に入れますよ

う、各ご家庭で事前に相談しておいて下さい。 

◆暴風警報・大雨特別警報以外の警報（大雨警報や洪水警報など）が発令されたときは、上記の事柄に

あたりませんので、通学に十分注意しながら登校するように、各ご家庭でのご指導をお願いいたしま

す。 

◆学童保育（ありんこ）に通っている児童については、「途中下校」となった場合の対応(学童へ行かせ

る、みんなと一緒に下校させる)を連絡帳に明確に記入の上担任まで、提出するようにして下さい。 

前日に吹田市への大型で強い台風の直撃が確実となった場合、台風の規模・進路や接近の時間帯、交

通機関の状況等の横断的な情報を踏まえ、暴風警報または大雨特別警報が発令される前に、教育委員会

の判断による臨時休業に関して連絡があった場合は、速やかに対応します。 


